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ウェビナーのご案内 

デロイトインド主催 

2025年新所得税法草案の 

解説ウェビナー 
 

 

   

お客様各位 

 

平素大変お世話になっております。 

 

2025年 2 月 13 日、インド政府は 2025年新所得税法草

案を国会に提出しました。また、新所得税法草案の意図とアプロ

ーチを明確にするため、一連の補足的な FAQ も発表されまし

た。    

2025年 2月 1日の国家予算案発表の際に言及された通り、

新所得税法草案の目的は、1961年所得税法（現行法）を

見直し、所得税の枠組みを簡潔、明瞭、読みやすく、理解しや

すくすることです。これにより、税務の確実性と訴訟の減少につな

がることが期待されています。 

 

我々デロイトインド日系企業サービスグループは、皆様のもとに有

用な情報を届けるべく、無料の日本語による新所得税法草案

の解説ウェビナーを開催致します。 

 

 日程 

2025/3/4(火) 

10:00-10:30(インド時間) 

13:30-14:00(日本時間) 

ウェビナーへの登録はこちら 

※同業他社の方のお申し込み

はご遠慮いただきますようお願い

いたします。 

 

内容 

新所得税法草案のうち、主要

なインパクト項目を中心に解説

します。 

• 概要 

• 直接税へのインパクト 

• M&A税務へのインパクト 

など 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_DEcK2T73R0StjYj0Wj3FOw
http://www2.deloitte.com/in/en.html


ご多用中とは存じますが、お繰り合わせの上、是非ともご参加賜

りますようお願い申し上げます。 

 

何卒よろしくお願いいたします。 

デロイトインド 

日系企業サービスグループ（JSG） 

injsg@deloitte.com 

ウェビナー講師 

太田 聖児 Seiji Ota / Partner －JSG：日系企業支援グループ統括（デリー） 

o 前職より日系企業支援グループの統括として、日系企業のインド事業支援に従事。M&A アドバイザ

ーとして、同業界インド最長の 25 年の経験を持ち、売買取引、戦略、企業再編、合弁会社設立、

PMI に関してサポートを提供。 

o ERP システムの導入、事業プロセスの再構築、運用改善とリスク軽減のためのサイバーセキュリティ・プロ

ジェクトを主導し、デジタルトランスフォーメーション、ESG 戦略、GCC 運営の設計、オープンイノベーション

戦略を支援している。 

 

鈴木 純一  Junichi Suzuki / Director – 財務・税務アドバイザリー（デリー） 

o 2016 年より、約 5 年間、デロイトインドのデリー事務所に駐在し、日系企業に対し、決算体制の強化

支援等の各種アドバイザリー業務、コンプライアンス（監査、税務）業務に従事。その中で、150 社

以上のクライアントを担当し、各種課題解決に取り組む。2025 年より再度デリー事務所に駐在。 

 

山崎 靖彦  Yasuhiko Yamazaki / Associate Director - 税務アドバイザリー（デリー） 

o デロイト日本にて、日系多国籍企業の会計監査、IFRS導入アドバイザリー、国際税務、M&A・組織

再編の局面における税務ストラクチャリングや税務デューデリジェンス等の業務に従事。2022 年 9 月よ

りデロイトインドのデリー事務所に出向、主に税務アドバイザリーを提供し、税務の課題解決に携わる。 
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